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３．風俗営業の許可等 
営業する際に必ず受けなければならない許可と条件 
第二章風俗営業の許可等（第三条～第十一条） 
１．営業の許可（第三条） 
風俗営業を営もうとする者は、風俗営業の種別（前条第一項に規定す
る風俗営業の種別をいう。以下同じ）に応じて、営業所ごとに、当該
営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会（以下「公安委員会」
という）の許可を受けなければいけない。（第一項） 
（２）営業所の構造及び設備の基準、場所の基準、管理者の基準（第
二項第一号～第三号）公安委員会は、前条第一項の許可の申請に係る
営業所のいずれかに該当する事由があるときは、許可をしてはならな
い。 
１、営業所の構造又は設備（第四項に規定する遊技機を除く。第九条、
第一〇条の二第二項第三号、第一二条及び第三九条第二項第七号にお
いて同じ）が風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める技
術上の基準に適合しないとき。 
２．営業所が、良好な風俗環境を保全するため特にその設置を制限す
る必要があるものとして政令で定める規準に従い都道府県の条例で定
める地域内にあるとき。 
３．営業所に第二四条第一項の管理者を選任すると認められないこと
について相当な理由があるとき。 
３．許可の手続き等（第五条、第六条） 
（１）許可の手続き及び許可証（第五条） 
第三条第一項（風俗営業）の許可を受けようとする者は、公安委員会
に、次の事項を記載した許可申請書を提出しなければいけない。この
場合において、当該許可申請書には、営業の方法を記載した書類その
他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。（第一項） 
１．氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名。 
２．営業所の名称及び所在地。 
３．風俗営業の種別 
４．営業所の構造及び設備の概要 
５．第二四条第一項の管理者の氏名及び住所 
６．法人にあっては、その役員の氏名及び住所 
公安委員会は、第三条第一項（風俗営業）の許可をした時は、国家公
安委員会規則で定めるところにより、許可証を交付しなければならな
い。（第二項） 
公安委員会は、第三条第一項（風俗営業）の許可をしないときは、国
家公安委員会規則で定めるところにより、申請者にその旨を通知しな
ければならない。（第三項） 
許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は当該許可証が
滅失したときは、速やかにその旨を公安委員会に届け出て、許可証の
再交付を受けなければならない。（第四項） 
（２）許可証等の掲示義務（第六条） 
風俗営業者は、許可証（第一〇条の二第一項（特例風俗営業者）の認
定を受けた風俗営業者にあっては、同条三項の認定証）を営業所の見
やすい場所に掲示しなければならない。 

■風俗営業等の規制及び業務の適正化等に 
関する法律（抜粋） 

１号営業…キャバレー 

２号営業…料理店・社交飲食店 

３号営業…ダンス飲食店 

４号営業…ダンスホール等 

５号営業…低照度飲食店 

６号営業…区画席飲食店  

７号営業…マージャン店・パチンコ店等 

８号営業…ゲームセンター等 

１号営業…ソープランド 

２号営業…店舗型ファッションヘルス 

３号営業…のぞき・個室ビデオ・ストリップ劇場等 

４号営業…モーテル・ラブホテル等 

５号営業…アダルトショップ 

１号営業…派遣型ファッションヘルス 

２号営業…アダルトビデオ等通信販売営業 

接待飲食等営業 

 

 

 

 

 

その他 

（遊技場営業） 

店舗型性風俗 

特殊営業 

 

 

 

無店舗型 

性風俗特殊営業 

風
俗
営
業 

性
風
俗
特
殊
営
業 
■風営適正化法による許可・届出の対象となる営業 
 



一団地の官公庁施設 
学校 
図書館 
児童福祉施設 
病院 
有床診療所 
公民館 
都市公園 

官公庁施設の建設等に関する法律第２条第４項で定められている施設 
 
学校教育法第１条で定められている学校（大学及び幼稚園を含む。） 
 
図書館法第２条第１項で定められている図書館 
 
児童福祉法第７条で定められている施設 
 
医療法第１条の５第１項で定められている病院 
 
 
 
社会教育法第５章で定められている公民館 
 
都市公園法第２条第１項で定められている公園 
 

■保護対象施設とは 

※営業できない場所は、広告・宣伝の制限場所にもなる。 

医療法第１条の５第２項で定められている診療所のうち患者を入院させ 
るための施設を有する診療所 
 

●「風俗営業取締法（風営法）」公

布、９月施行 

●東銀座に「東京温泉」が開業、ト

ルコ風呂のはじまり 

●「売春防止法」施行 

●吉原でトルコ風呂「東山」開店 

●「風俗取締法」施行 

●都条例により都内のトルコ風呂規

制開始ドアに30センチ角以上のガラ

ス窓の設置が規定される 

●「パンマ」と呼ばれるあんま売春

の流行 

●「風営法」改正によりトルコ風呂

を「個室付浴場（サウナ）」に 

●川崎・堀之内のトルコで「泡踊り」

が開発される 

●沖縄でも売春防止法が施行 

●滋賀県大津市の雄琴に「花影」が

オープン 

●京都でノーパン喫茶誕生。瞬く間

に全国に波及 

●ホテトル、マントルが急増 

●ノゾキ部屋、トップレスヘルスな

ど新風俗が続々と誕生 

●愛人バンク「夕暮れ族」が登場。

素人売春流行 

●トルコ共和国の留学生の訴えによ

り、トルコ風呂が「ソープランド」

へと名称変更 

●「風俗営業の規則及び業務の適正

化等に関する法律」（新風営法）が

公布 

●吉原、女性スタッフの全裸写真の

マスコミ掲載を自粛開始 

●イメージクラブ、ＳＭクラブ流行 

●「韓国エステ」をはじめエステサ

ロン、マッサージ店急増 

●新風営法改正 

●デリバリーヘルスが登場 

●「児童買春、児童ポルノに関わる

行為等の処罰及び児童の保護等に関

する法律」制定 

●新風営法改正 

●東京都で「ぼったくり条例」施行  

●新風営法改正 

昭和23年（1948） 

　　 

26年（51） 

　 

　33年（58） 

　　 

34年（59） 

　　３５年（６０） 

 

 

37年（63） 

　　 

41年（66） 

　　 

44年（69） 

　 

　45年（70） 

　46年（71） 

　　 

53年（78） 

　　 

55年（80） 

　　56年（81） 

　　 

57年（82） 

　　 

59年（84） 

　 

 

　60年（85） 

 

 

平成２年（90） 

　　 

　　８年（96） 

　　９年（97） 

　　 

11年（99） 

　　 

 

 

 

12年（2000） 

　 

　14年（02） 

■風俗におけるおもなできごと年表 


